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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入されるリベット又はねじの頭部よりも小径の第１挿入孔と、他の部分よりも径の大
きい大径部を有するピンを挿入する第２挿入孔とを備え、光を反射する反射シートにおい
て、
　前記第２挿入孔は前記第１挿入孔と異なる形状をなし、
　前記第２挿入孔の最大径は、前記頭部の直径よりも大きく且つ前記大径部の直径よりも
小さいこと
　を特徴とする反射シート。
【請求項２】
　前記第２挿入孔は少なくとも一方向に延びた非真円形をなすこと
　を特徴とする請求項１に記載の反射シート。
【請求項３】
　前記第２挿入孔は長孔であること
　を特徴とする請求項２に記載の反射シート。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一つに記載の反射シートと、
　該反射シートに対向しており、光源を支持する基板と、
　該基板における前記反射シートの反対側に位置し、前記基板を支持する支持部と
　を備え、
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　前記第１挿入孔及び第２挿入孔に対応する第１孔及び第２孔を前記基板に設けてあり、
　前記第２孔の周囲にパターンを設けてあること
　を特徴とするバックライト装置。
【請求項５】
　前記基板を前記支持部に固定する固定部材を挿入する第３孔を前記基板に設けてあり、
　前記第３孔の周囲に、前記パターンとは形状の異なる第２パターンを設けてあり、
　前記反射シートに、前記第３孔に対応する位置に前記第３孔よりも大径の第３挿入孔を
設けてあること
　を特徴とする請求項４に記載のバックライト装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載のバックライト装置と、
　該バックライト装置からの光によって、映像を表示する表示部と
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の表示装置と、
　テレビジョン放送を受信する受信部と
　を備え、
　前記受信部にて受信したテレビジョン放送に基づいて、前記表示装置に映像を表示する
ようにしてあること
　を特徴とするテレビジョン受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光源の光を反射する反射シート並びに該反射シートを備えるバックライト装置
、表示装置及びテレビジョン受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示画面の大きさに比べて室内の占有面積が小さい薄型の表示装置は、限られた室内空
間を有効に利用することができるので、一般に広く普及している。表示装置は、例えば液
晶パネルによって構成される表示パネルと、該表示パネルの背面側に配置してある光源と
、該光源を支持するバックライトシャーシと、前記光源の周囲に配置されており、光源の
光を反射する反射シートとを備える（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　反射シート及び表示パネルの間には拡散板又は光学シートが設けられている。反射シー
トには、複数の孔が設けられており、拡散板又は光学シートを支持する支持ピン、反射シ
ートを位置決めするリベット等を前記孔に挿入し、拡散板又は光学シートの支持及び反射
シートの位置決めを行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２２５５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし表示装置の組み立て時に、支持ピンを挿入すべき孔に作業者が誤ってリベットを
挿入することがあった。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、ピン又はリベット等の誤挿入を防止
することができる反射シート、バックライト装置、表示装置及びテレビジョン受信機を提
供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る反射シートは、挿入されるリベット又はねじの頭部よりも小径の第１挿入
孔と、他の部分よりも径の大きい大径部を有するピンを挿入する第２挿入孔とを備え、光
を反射する反射シートにおいて、前記第２挿入孔は前記第１挿入孔と異なる形状をなし、
前記第２挿入孔の最大径は、前記頭部の直径よりも大きく且つ前記大径部の直径よりも小
さいことを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る反射シートは、前記第２挿入孔は少なくとも一方向に延びた非真円形をな
すことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る反射シートは、前記第２挿入孔は長孔であることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るバックライト装置は、前述した反射シートと、該反射シートに対向してお
り、光源を支持する基板と、該基板における前記反射シートの反対側に位置し、前記基板
を支持する支持部とを備え、前記第１挿入孔及び第２挿入孔に対応する第１孔及び第２孔
を前記基板に設けてあり、前記第２孔の周囲にパターンを設けてあることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るバックライト装置は、前記基板を前記支持部に固定する固定部材を挿入す
る第３孔を前記基板に設けてあり、前記第３孔の周囲に、前記パターンとは形状の異なる
第２パターンを設けてあり、前記反射シートに、前記第３孔に対応する位置に前記第３孔
よりも大径の第３挿入孔を設けてあることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る表示装置は、前述したバックライト装置と、該バックライト装置からの光
によって、映像を表示する表示部とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係るテレビジョン受信機は、前述した表示装置と、テレビジョン放送を受信す
る受信部とを備え、前記受信部にて受信したテレビジョン放送に基づいて、前記表示装置
に映像を表示するようにしてあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　第２挿入孔を第１挿入孔と異なる形状にしているので、作業者は第１挿入孔及び第２挿
入孔を区別することができる。また第２挿入孔の最大径をリベット又はねじの頭部の直径
よりも大きく且つピンの大径部の直径よりも小さくするので、作業者が第２挿入孔にリベ
ット又はねじを誤挿入した場合に、第２挿入孔を視認することができ、誤挿入を容易に認
識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】テレビジョン受信機を略示する斜視図である。
【図２】テレビジョン受信機を略示する分解斜視図である。
【図３】ＬＥＤ基板を略示する部分拡大正面図である。
【図４】反射シートを略示する部分拡大正面図である。
【図５】ＬＥＤ基板をバックライトシャーシに固定した状態を略示する部分拡大正面図で
ある。
【図６】ＬＥＤ基板に反射シートを載置した状態を略示する部分拡大正面図である。
【図７】リベット及び支持ピンを第１挿入孔及び第２挿入孔に挿入した状態を略示する部
分拡大正面図である。
【図８】組み立てたＬＥＤ基板及び反射シートを示す斜視図である。
【図９】支持ピン用孔に誤ってリベットを挿入した状態を略示する部分拡大正面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下本発明を実施の形態に係るテレビジョン受信機を示す図面に基づいて説明する。図
１はテレビジョン受信機を略示する斜視図、図２はテレビジョン受信機を略示する分解斜
視図である。以下の説明では図中に示した上下左右前後を使用する。
【００１７】
　図において１はテレビジョン受信機であり、該テレビジョン受信機１は、映像を表示す
る表示装置１００と、該表示装置１００内に配設してあり、アンテナ（図示略）から放送
波（テレビジョン放送）を受信するチューナ（受信部）２００と、表示装置１００内に配
設してあり、符号化された放送波を復号するデコーダ３００とを備える。テレビジョン受
信機１は、チューナ２００にて受信した放送波をデコーダ３００で復号し、復号した情報
に基づいて表示装置１００に映像を表示する。なおチューナ２００及びデコーダ３００を
表示装置１００の外部に設けて、表示装置１００に接続してもよい。
【００１８】
　テレビジョン受信機１は、液晶を有する矩形の表示パネル２を備えており、該表示パネ
ル２は液晶への印加電圧を制御して光の透過率を調整するように構成されている。表示パ
ネル２の周縁部には矩形枠状のフロントフレーム３が設けられている。表示パネル２の後
側には、光を拡散し、前側に出射する複数の光学シート４が設けられている。なお光学シ
ート４に代えて、または光学シート４と共に拡散板を設けてもよい。
【００１９】
　光学シート４の後方に、左右に長い矩形板状をなすバックライトシャーシ９が設けられ
ている。バックライトシャーシ９の前面にＬＥＤ基板７が設けられており、該ＬＥＤ基板
７の前面に複数のＬＥＤ８(Light Emitting Diode)が実装されている。ＬＥＤ基板７の前
側に、光を反射する反射シート５が設けられている。反射シート５には、ＬＥＤ８に対応
する位置に光源孔５０が設けてあり、ＬＥＤ８は光源孔５０を通って反射シート５から前
方に突出している。なおバックライトシャーシ９、ＬＥＤ基板７、ＬＥＤ８及び反射シー
ト５はバックライト装置を構成する。
【００２０】
　バックライトシャーシ９及び表示パネル２の間に、左右に長い矩形枠状のパネルシャー
シ６が設けられている。パネルシャーシ６は表示パネル２を支持する。バックライトシャ
ーシ９の周縁部にはミドルキャビネット１０が設けられており、バックライトシャーシ９
の後面部にはリアキャビネット１１が設けられている。
【００２１】
　図３はＬＥＤ基板７を略示する部分拡大正面図、図４は反射シート５を略示する部分拡
大正面図である。
【００２２】
　図３に示すように、ＬＥＤ基板７の前面には、複数のＬＥＤ８が格子状に配置されてい
る。複数のＬＥＤ８の間に、ＬＥＤ基板７及び反射シート５を共締めするための共締め用
孔７１と、支持ピン９２を挿入するための支持ピン用孔７２と、ＬＥＤ基板７をバックラ
イトシャーシ９に固定するための固定用孔７３とが設けられている。共締め用孔７１、支
持ピン用孔７２及び固定用孔７３の位置は、テレビジョン受信機１の仕様に応じて適宜設
定される。
【００２３】
　支持ピン用孔７２の周囲には、正面視四角形の第１パターン７２ａが印刷されている。
第１パターン７２ａは着色されており、例えば黒色にて着色されている。なお黒色以外の
色で着色されていてもよい。また第１パターン７２ａの形状は、四角形に限定されず、三
角形又は丸形等でもよい。
【００２４】
　固定用孔７３の周囲には、正面視丸形の第２パターン７２ｂが印刷されている。第２パ
ターン７２ｂは着色されており、例えば黒色にて着色されている。なお黒色以外の色で着



(5) JP 6379064 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

色されていてもよい。第２パターン７２ｂの色は第１パターン７２ａの色と異なる色であ
ることが好ましい。また第２パターン７２ｂの形状は、丸形に限定されず、三角形又は四
角形等でもよいが、第１パターン７２ａとは異なる形状が採用される。
【００２５】
　なおバックライトシャーシ９には、共締め用孔７１、支持ピン用孔７２及び固定用孔７
３に対応する位置それぞれに、後述するリベット９１、支持ピン９２及び固定リベット９
３（図７参照）が係止される非係止孔（図示略）が設けられている。
【００２６】
　図４に示すように、反射シート５には、複数の光源孔５０が格子状に設けられている。
光源孔５０の位置はＬＥＤ８の位置に対応している。複数の光源孔５０の間に、第１挿入
孔５１、第２挿入孔５２及び第３挿入孔５３が設けられている。第１挿入孔５１、第２挿
入孔５２及び第３挿入孔５３それぞれの位置は、ＬＥＤ基板７の共締め用孔７１、支持ピ
ン用孔７２及び固定用孔７３の位置に対応している。
【００２７】
　第１挿入孔５１は略真円形をなす。第２挿入孔５２は左右に長い長孔である。第２挿入
孔５２の長径は、第１パターン７２ａの左右幅と略同じであり、支持ピン用孔７２及び第
１挿入孔５１それぞれの直径よりも長い。第２挿入孔５２は第１挿入孔５１とは異なる形
状をなす。第３挿入孔５３の直径は第２パターン７２ｂの直径と略同じである。　　　　
　　　
【００２８】
　次にＬＥＤ基板７及び反射シート５の組み立てについて説明する。図５はＬＥＤ基板７
をバックライトシャーシ９に固定した状態を略示する部分拡大正面図、図６はＬＥＤ基板
７に反射シート５を載置した状態を略示する部分拡大正面図、図７はリベット９１及び支
持ピン９２を第１挿入孔５１及び第２挿入孔５２に挿入した状態を略示する部分拡大正面
図、図８は組み立てたＬＥＤ基板７及び反射シート５を示す斜視図である。
【００２９】
　図５に示すように、作業者は固定リベット９３を固定用孔７３に挿入する。固定リベッ
ト９３は頭部及び軸を有する。固定リベット９３の頭部の直径は、固定用孔７３の直径よ
りも大きい。作業者は第２パターン７２ｂを視認し、固定用孔７３に固定リベット９３の
軸を挿入することができる。挿入された固定リベット９３の軸の先端部がバックライトシ
ャーシ９の孔の縁部分に係止する。そのため、ＬＥＤ基板７は固定リベット９３によって
バックライトシャーシ９に固定される。
【００３０】
　次に作業者は反射シート５をＬＥＤ基板７の前面に載置させる。図６に示すように、作
業者は、第２挿入孔５２を通して第１パターン７２ａを視認し、支持ピン用孔７２の位置
を認識することができる。一方、共締め用孔７１の周囲にはパターンが無く、また第２挿
入孔５２は第１挿入孔５１とは異なる形状をなす。そのため、支持ピン用孔７２及び共締
め用孔７１の位置を作業者は区別して認識することができる。また第３挿入孔５３におい
て固定リベット９３の頭部が露出している。
【００３１】
　図７に示すように、作業者は、共締め用孔７１にリベット９１を挿入し、支持ピン用孔
７２に支持ピン９２を挿入する。リベット９１は頭部及び軸を備える。リベット９１の頭
部の直径は第１挿入孔５１よりも大きく、第２挿入孔５２の長径よりも小さい。またリベ
ット９１の軸の先端部には前記非係止孔の周縁部に係止する係止部（図示略）が設けられ
ている。リベット９１の軸が共締め用孔７１に挿入された場合、係止部は非係止孔に係止
し、頭部及び係止部の間に、反射シート５、ＬＥＤ基板７及びバックライトシャーシ９が
狭持される。
【００３２】
　図７及び図８に示すように、支持ピン９２は、円盤状の大径部９２ａと、該大径部９２
ａの一面から突出し、大径部９２ａよりも直径の小さい棒状の小径部９２ｂとを備える。
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大径部９２ａの他面側には係止部（図示略）が設けられている。大径部９２ａの直径は、
第２挿入孔５２の長径よりも長い。支持ピン９２の係止部側が支持ピン用孔７２に挿入さ
れた場合、係止部は非係止孔に係止し、大径部９２ａ及び係止部の間に、反射シート５、
ＬＥＤ基板７及びバックライトシャーシ９が狭持される。また小径部９２ｂによって、光
学シート４が支持される。また大径部９２ａによって第２挿入孔５２全体が覆われ、作業
者は第２挿入孔５２及び第１パターン７２ａを視認することはできない。
【００３３】
　図９は支持ピン用孔７２に誤ってリベット９１を挿入した状態を略示する部分拡大正面
図である。リベット９１の頭部の直径は第２挿入孔５２の長径よりも短い。支持ピン用孔
７２に誤ってリベット９１を挿入した場合、リベット９１の頭部は第２挿入孔５２全体を
覆うことができないので、作業者は第２挿入孔５２及び第１パターン７２ａを視認するこ
とができる。
【００３４】
　そのため、作業者は、本来視認されるべきでない第２挿入孔５２又は第１パターン７２
ａを視認し、支持ピン用孔７２にリベット９１を誤って挿入したことを認識することがで
きる。
【００３５】
　また画像処理技術及びロボットを使用して、第２挿入孔５２又は第１パターン７２ａを
自動的に認識し、支持ピン用孔７２に支持ピン９２を挿入させることができる。また誤挿
入を検知することもできる。
【００３６】
　実施の形態に係るテレビジョン受信機１にあっては、第２挿入孔５２を少なくとも一方
向に延びた非真円形、例えば長孔状に形成し、その最大径をリベット９１の頭部の直径よ
りも大きく且つピンの大径部９２ａの直径よりも小さくするので、作業者が第２挿入孔５
２にリベット９１を誤挿入した場合に、第２挿入孔５２又は第１パターン７２ａを視認す
ることができ、誤挿入を容易に認識することができる。
【００３７】
　また固定用孔７３の周囲に、第１パターン７２ａと異なる第２パターン７２ｂを設けて
あるので、作業者は、ＬＥＤ基板７をバックライトシャーシ９に固定する場合に、固定用
孔７３の位置を認識し、固定用孔７３に固定リベット９３を挿入することができる。
【００３８】
　また固定リベット９３の頭部は反射シート５の第３挿入孔５３に挿入されて、露出する
ので、固定リベット９３が固定用孔７３に挿入されているのか否かを作業者は確認するこ
とができる。
【００３９】
　なお第１挿入孔５１及び第２挿入孔５２の形状を、互いに異なる形状をなすように変更
してもよい。例えば、第１挿入孔５１が小さな真円形をなし、第２挿入孔５２が、第１挿
入孔５１よりも大きい四角形又は星形等の多角形をなしてもよい。また第１挿入孔５１が
小さな四角形をなし、第２挿入孔５２が第１挿入孔５１よりも大きい円形状をなしてもよ
い。
【００４０】
　（実施の形態２）
　実施の形態２に係るテレビジョン受信機１にあっては、リベット９１又は固定リベット
９３に代えて、頭部及び軸を有するねじを使用する。実施の形態２に係る構成の内、実施
の形態１と同様な構成については、その詳細を省略する。
【００４１】
　（実施の形態３）
　実施の形態３に係るテレビジョン受信機１にあっては、第２挿入孔５２の形状を長孔状
に代えて、少なくとも一方向に延びた他の非真円形にする。例えば矩形、星形又は三角形
等を採用する。実施の形態３に係る構成の内、実施の形態１又は２と同様な構成について
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は、その詳細を省略する。
【００４２】
　今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えら
れるべきである。各実施例にて記載されている技術的特徴は互いに組み合わせることがで
き、本発明の範囲は、特許請求の範囲内での全ての変更及び特許請求の範囲と均等の範囲
が含まれることが意図される。
【００４３】
　以上の本発明の実施の形態に関し、更に以下の事項を開示する。
【００４４】
　反射シート５にあっては、挿入されるリベット９１又はねじの頭部よりも小径の第１挿
入孔５１と、他の部分よりも径の大きい大径部９２ａを有するピン９２を挿入する第２挿
入孔５２とを備え、光を反射する反射シート５において、前記第２挿入孔５２は前記第１
挿入孔５１と異なる形状をなし、前記第２挿入孔５２の最大径は、前記頭部の直径よりも
大きく且つ前記大径部９２ａの直径よりも小さいことを特徴とする。
【００４５】
　反射シート５にあっては、前記第２挿入孔５２は少なくとも一方向に延びた非真円形を
なすことを特徴とする。
【００４６】
　反射シート５にあっては、前記第２挿入孔５２は長孔であることを特徴とする。
【００４７】
　バックライト装置にあっては、前述した反射シート５と、該反射シート５に対向してお
り、光源８を支持する基板７と、該基板７における前記反射シート５の反対側に位置し、
前記基板７を支持する支持部９とを備え、前記第１挿入孔５１及び第２挿入孔５２に対応
する第１孔７１及び第２孔７２を前記基板７に設けてあり、前記第２孔７２の周囲にパタ
ーン７２ａを設けてあることを特徴とする。
【００４８】
　バックライト装置にあっては、前記基板７を前記支持部９に固定する固定部材９３を挿
入する第３孔７３を前記基板７に設けてあり、前記第３孔７３の周囲に、前記パターン７
２ａとは形状の異なる第２パターン７２ｂを設けてあり、前記反射シート５に、前記第３
孔７３に対応する位置に前記第３孔７３よりも大径の第３挿入孔５３を設けてあることを
特徴とする。
【００４９】
　表示装置１００にあっては、前述したバックライト装置と、該バックライト装置からの
光によって、映像を表示する表示部２とを備えることを特徴とする。
【００５０】
　テレビジョン受信機１にあっては、上述した表示装置１００と、テレビジョン放送を受
信する受信部２００とを備え、前記受信部２００にて受信したテレビジョン放送に基づい
て、前記表示装置１００に映像を表示するようにしてあることを特徴とする。
【符号の説明】
【００５１】
　１　テレビジョン受信機
　２　表示パネル（表示部）
　５　反射シート
　５１　第１挿入孔
　５２　第２挿入孔
　５３　第３挿入孔
　８　ＬＥＤ（光源）
　７　ＬＥＤ基板（基板）
　７１　共締め用孔（第１孔）
　７２　支持ピン用孔（第２孔）
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　７２ａ　第１パターン（パターン）
　７２ｂ　第２パターン
　７３　固定用孔（第３孔）
　９　バックライトシャーシ（支持部）
　９１　リベット
　９２　支持ピン（ピン）
　９３　固定部材
　９２ａ　大径部
　９２ｂ　小径部
　１００　表示装置

【図１】 【図２】
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【図９】
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